
シリーズ4回目の今回は、1996～1998年の人材派遣業界を、当時のバックナン
バー記事で回想したい。会計検査院による社会保険等の適用調査が実施され
たことに端を発した「派遣スタッフの社会保険等適用問題」をはじめ、いわゆる
「就職氷河期」の受け皿にもなった「新卒者の人材派遣」、「金融ビッグバン」に
よる新市場への期待などのトピックスを中心に振り返ってみたい。

（本誌　伊藤秀範）

フォーティ・フォーティ（40-40）
「施行40年」と

「創刊40年」
―�本誌バックナンバーで振り返る労働者派遣法と「40年」

シリーズ 第4回
1996～1998年の人材派遣業界「黎明期」を、

当時のバックナンバー記事で回想

あの時代・あの出来事

あの時代・あの出来事

あの時代・あの出来事

人材派遣各社、金融ビッグバン専門家集め対応（本誌1998年4月号）など

社会保険等の適用問題―社保の適用促進、どうするこれから?
（本誌1997年6月号）など

新卒女子の派遣制度、4月1日設置に向けてただ今訓練中
（本誌1997年3月号）など
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「
社
会
保
険
等
の
適
用
問
題
」の

連
載
開
始

１
９
９
６
年
か
ら
１
９
９
８
年
の
人

材
派
遣
業
界
に
お
け
る
最
大
の
ト
ピ
ッ

ク
ス
は
、「
派
遣
ス
タ
ッ
フ
の
社
会
保

険
等
適
用
問
題
」
で
あ
っ
た
ろ
う
。

１
９
９
７
年
１
月
末
以
降
、
広
島
、

岡
山
、
大
阪
、
京
都
の
派
遣
会
社
に
、

会
計
検
査
院
に
よ
る
社
会
保
険
等
の
適

用
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発

し
た
同
問
題
。
派
遣
業
界
は
そ
の
後
、

業
界
団
体
を
中
心
に
、
社
会
保
険
制
度

と
派
遣
労
働
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
課
題
に

向
き
合
い
つ
つ
、
業
界
内
で
の
意
見
と

要
望
の
集
約
、
関
係
官
庁
へ
の
対
応
等

に
追
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
見
る

と
、
現
存
す
る
１
９
９
７
年
５
月
号
で

「
社
会
保
険
等
の
適
用
問
題
」
の
記
事

を
確
認
で
き
る
。
同
号
は
連
載
２
回
目

な
の
で
、
前
号
４
月
号
（
欠
号
）
か
ら

連
載
記
事
と
し
て
同
問
題
を
本
格
的
に

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
。
そ
の
後
は
不
定
期

掲
載
も
含
め
、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る

取
材
リ
ポ
ー
ト
を
１
９
９
８
年
に
お
い

て
も
繰
り
返
し
掲
載
し
て
お
り
、当
時
、

派
遣
業
界
内
で
は
い
か
に
こ
の
「
派
遣

ス
タ
ッ
フ
の
社
会
保
険
等
適
用
問
題
」

が
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
か
を
う
か

が
わ
せ
る
。

社
会
保
険
等
の
適
用
調
査
が

行
わ
れ
た
背
景

こ
の
会
計
検
査
院
に
よ
る
社
会
保
険

等
の
適
用
調
査
の
背
景
に
つ
い
て
は
、

会
計
検
査
院
の
上
席
調
査
官
へ
の
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
た
１
９
９
８
年
２

月
号
の
連
載
記
事
が
参
考
に
な
る
。
ち

ょ
っ
と
長
く
な
る
が
、
以
下
に
そ
の
一

部
を
再
掲
し
た
い
。

≪
（
略
）
…
２
年
ほ
ど
前
か
ら
で
す

が
、
さ
ま
ざ
ま
な
業
種
を
選
択
し
て
大

規
模
な
事
業
所
を
中
心
に
徴
収
が
適
正

に
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
査
し

て
お
り
ま
す
。
２
年
前
は
全
国
土
木
と

い
う
国
民
健
康
保
険
組
合
加
入
の
事
業

所
を
、
昨
年
度
に
お
き
ま
し
て
は
、
医

師
あ
る
い
は
歯
科
医
師
を
中
心
に
検
査

を
行
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、医
師
国
保
、

歯
科
医
師
国
保
に
加
入
し
て
い
る
医
療

法
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
す
。

今
年
（
１
９
９
７
年
）
に
つ
き
ま
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
業
種
を
対
象
と
す

べ
き
か
を
検
討
し
ま
し
た
が
、
い
ろ
い

ろ
あ
る
中
で
人
材
派
遣
業
を
検
査
の
対

象
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

派遣業界には「青天の霹靂」だった
会計検査院による

「社会保険の適用調査」
法改正も含めた大論争に発展した「派遣スタッフの社会保険等適用問題」

派
遣
法
が
施
行
さ
れ
て
す
で
に
10
年

以
上
が
経
ち
、
派
遣
事
業
も
大
体
落
ち

着
い
て
き
た
よ
う
な
段
階
の
と
こ
ろ
で

す
が
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
よ
る
と
加
入
率
が

５
割
に
満
た
な
い
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
社
会
保
険
の
適
用
と
い
う

点
に
関
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
て
い
る

と
の
印
象
を
強
く
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

ま
ず
年
度
末
か
ら
検
査
を
地
方
か
ら
始

め
て
、
徐
々
に
東
京
な
ど
大
都
市
に
広

げ
て
い
く
計
画
を
立
て
た
わ
け
で
す
。

（
略
）

そ
こ
で
、
本
題
の
今
回
の
検
査
に
つ

い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
本

院
の
検
査
は
１
月
の
末
か
ら
入
り
ま
し

た
。
当
初
、
地
方
か
ら
の
検
査
で
す
の

で
、
１
９
９
７
年
で
す
と
和
歌
山
、
徳

島
あ
る
い
は
福
井
、
広
島
か
ら
始
め
ま

し
た
が
、
地
方
に
つ
い
て
は
ご
承
知
の

よ
う
に
、
労
働
者
派
遣
事
業
と
申
し
ま

し
て
も
あ
ま
り
数
は
あ
り
ま
せ
ん
。
派

遣
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
一
般
派
遣
と
特

定
派
遣
と
に
分
か
れ
て
お
り
ま
す
。
特

定
派
遣
事
業
所
と
い
う
の
は
い
わ
ば
常

用
雇
用
を
前
提
と
し
た
事
業
な
の
で
、

社
会
保
険
の
加
入
は
比
較
的
進
ん
で
い

る
も
の
と
私
た
ち
は
考
え
ま
し
た
。

そ
の
た
め
、
重
点
的
な
検
査
の
対
象

は
一
般
派
遣
と
な
り
ま
す
が
、
地
方
に

つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
派
遣
は
多
く

　注目データを再録

1996―1998年バックナンバーの注目データから、
人材ビジネス業界の「当時の関心事」を振り返る

1997年6月号および1997年10月号連載「社会保険等の適用問題」より

図表1 �現行の社会保険制度は「短期・断続就労」の
特殊性を持つ人材派遣業には無理があり、�
改正すべきか（複数回答） n=63

図表2 �派遣事業にマッチした制度改正について
（複数回答） n=63

図表3 �今後の社会保険の適用問題に対する派遣先
の意見（複数回答） n=20

図表4 �社会保険料を派遣先に転嫁することについて
（複数回答） n=20
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データ①派遣元調査　
調査対象	東京、大阪の派遣事業者104社（東京61社、大阪43社）を抽出し、63社が回答（回収率60.5%）
実施期間	1997年5月上旬から中旬調査概要

データ②派遣先調査　
調査対象	東京の派遣先20社
実施期間	1997年8月末から9月中旬調査概要
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フォーティ・フォーティ（40-40）「施行40年」と「創刊40年」
―�本誌バックナンバーで振り返る労働者派遣法と「40年」

シリーズ
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